
 
業務の適正を確保するための体制 

 
当社は、関係法令に従い、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を決議しておりま

す。なお、2021年２月末時点における取締役会決議の内容は、以下のとおりであります。 

 

【取締役会の決議の概要】 
（1）コンプライアンス管理体制 

 ①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、行動する指針と

して定めた「U.S.M.H行動規範」を、全対象者に周知徹底します。 

 ②人事総務は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家と連携を図り、法令等への対応及び周知

徹底の為の教育、リスク管理体制の基盤の整備などを当社及び子会社に対し実施します。 

 ③内部統制室は、当社の監査役及び会計監査人と連携・協力の上、独立及び客観的立場から当

社及び子会社全体の監査を実施し、内部監査・内部統制の状況について、定期的に「経営会

議」に報告します。 

 ④当社及び子会社において不正行為等があった場合に、役職員や取引先等が直接情報提供を行

う手段として「内部通報窓口」を当社及び子会社に設置し、当社及び子会社の役職員に周知

します。通報内容は法令・社内規程に従い秘密として保持し、通報者に対する不利益な取扱

いは行いません。また、通報内容の概要、通報件数等を、「経営会議」に報告します。 

 ⑤市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度を貫くことを、

「U.S.M.H行動規範」に定めて、一切の関係を遮断します。 

  

（2）情報保存体制 

 ①取締役会、経営会議その他重要な会議の意思決定に係わる情報の保存及び管理は、文書管理

規程の定めるところに従い、保存・管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備します。 

 ②会社法・金融商品取引法等の法令によって機密事項として管理すべき経営情報、及び顧客・

株主等の個人情報について、保護・管理体制及び方法等につき、「内部者取引管理規程」

「個人情報保護に関する規程」等の規程類を整備し、安全管理を図ります。 

 

（3）リスク管理体制 

 ①当社及び子会社のリスク管理に関する基本的な事項を「リスク管理規程」に定め、その徹底

を図ります。 

 ②当社は、大規模災害（首都直下型地震）を想定した事業継続計画（BCP）を策定しています。

計画の実効性を高めるための訓練を定期的に実施してまいります。 

 ③財務報告に係わる内部統制構築（「Ｊ－ＳＯＸ法」への対応）に関し子会社を含め取組みま

す。 

 

（4）効率的職務執行体制 

 ①当社及び子会社は、職務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を１年と定めており

ます。 

 ②当社及び子会社の経営に係る重要事項は、職務の有効性と効率性の観点から、経営会議の審

議を経て、当社の取締役会において決定します。 

 ③取締役会等での決定に基づく職務執行については、「職務権限」「業務分掌」等に基づき権

限が委譲され、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。 

 ④組織のスリム化、簡素化、ＩＴの適切な活用を通じて業務の効率化を推進します。 

 

（5）当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 ①当社の関係会社を適切に管理することにより、関係会社への指導と支援を円滑に遂行し、当

社グループの安定成長、経営の効率化及び内部統制に資することを目的に「関係会社管理規

程」を定めています。 

 ②当社は関係会社管理規程において、子会社に対し、営業成績、財務状況その他一定の経営上

の重要事項について定期的に当社に報告することを義務付けています。 

 ③子会社の独自性を尊重しつつ、定期的に経営状況の報告を受け、経営方針・会社間の緊密な

連携等に関する協議を実施します。 



 ④子会社と緊密な連携を確保し、経営ノウハウや情報その他の資源の有効活用を促進して、業

務遂行の効率化を図ります。 

 ⑤内部統制室は、子会社の内部統制システムの整備状況の監査に協力し、モニタリングや必要

に応じて子会社の監査を実施し、内部管理体制、内部監査体制の適切性や有効性を検証しま

す。 

 

（6）監査役を補助する使用人の体制 

 ①取締役は、監査役の求めにより、監査役の職務を補助する専任の使用人として適切な人材の

配置を行います。 

 ②内部統制室の使用人に対して、監査役がその職務を補助することを求めた場合、取締役は、

当該使用人に対して、これを命じるものとします。 

 ③監査役の職務を補助することを命じられた使用人は、監査役の指示に従い、監査役の監査に

必要な調査をする権限を有します。 

 

（7）前項の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保 

 ①監査役を補助する使用人については、その適切な業務を遂行する為、人事考課、人事異動に

関して、事前に監査役会の意見を尊重して、同意を得るものとします。 

 ②監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令に従うものとし、当社はその旨を取締役及び

使用人に周知徹底します。 

 

（8）取締役及び使用人が監査役に報告する体制 

 ①当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、経営及び事業運営上

の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告するものとします。 

 ②当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人（以下「当社グループ

役職員」といいます）は、業績見込みに影響を与えるような損失やコンプライアンス違反の

発生のおそれがあると認識した場合には、直ちに監査役に報告します。 

 ③当社グループ役職員は、監査役から業務執行に関する報告を求められた場合には、誠実かつ

速やかに当該事項について報告します。 

 

（9）監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び

使用人に周知徹底します。 

 

（10）監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項 

 監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第３８８条に基づく費用の前払い等の

請求をしたときは担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職

務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。 

 

（11）その他監査役の監査が実効的に行われる体制 

 ①代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図る為、適宜会合をもち、意見交換をします。 

 ②取締役は、監査役の職務の遂行のため、監査役と社外取締役、監査役と子会社等の取締役等

との意思疎通、情報の収集･交換が適切に行えるよう協力します。 

 ③取締役は、重要な業務執行に係わる会議体への監査役の出席を求め、監査が実効的に行われ

るようにします。 

 ④内部統制室は、常勤監査役に当社及び子会社の内部監査の実施状況について、適時報告を行

うとともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性確保を図ります。  

 

 

 

 



業務の適正を確保するための体制の運用状況（2021年2月28日現在） 
 
当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとお

りであります。 

 

（1）コンプライアンス体制 

 ①当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、行動する指針と

して定めた「Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈ行動規範」を全対象者に周知徹底を図るとともに、コンプライア

ンス意識の向上や基本理念の共有を目的に各種研修を通じて責任者への教育を継続して実施

しております。また、管理本部は、当事業年度も公認会計士等外部の専門家と連携を図り、

財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を鑑み、法令等への対応及び周知徹底の為の教育を

子会社の管理職に対して実施しております。 

 ②内部統制室は、当社の監査役及び会計監査人と連携・協力の上、独立及び客観的立場から当

社及び子会社全体の監査を実施し、内部監査・内部統制の状況について、定期的に「経営会

議」に報告しております。 

 ③当社及び子会社において不正行為等があった場合に、役職員や取引先等が直接情報提供を行

う手段として「内部通報窓口」を当社及び子会社に設置し、当社及び子会社の役職員に周知

し、通報内容の概要、通報件数等は「経営会議」に報告しております。 

 ④市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然とした態度を貫くことを、

「Ｕ.Ｓ.Ｍ.Ｈ行動規範」に基づき、一切の関係を遮断する努力をしております。 

 ⑤昨年、パワーハラスメント対策が法制化（労働施策総合推進法の改正）され、雇用管理上必

要な措置を講じることが事業主へ義務化されたことに伴い、人事総務が主管となり、当社及

び子会社の従業員へハラスメント防止を含むコンプライアンス意識の向上のため社内アンケ

ートや教育等を実施しております。 

（2）情報保存体制 

 ①情報セキュリティ対策として、個人情報を含めた会社の機密情報の漏えい防止を目的とした

規程を整備し、文書やデータの管理・廃棄方法のさらなる厳格化を図り、情報管理及び機密

情報漏えいの防止に努めております。 

 ②当事業年度につきましては、電子メール等のウイルス感染を防止する訓練を実施し、個人ご

との意識の向上を図り、情報セキュリティの強化を推進しております。 

 

（3）リスク管理体制 

 ①当社及び子会社のリスク管理に関する基本的な事項を「リスク管理規程」に定めて、周知徹

底を図っております。これらを支える仕組みとして人事総務は、監査役会にて子会社の重要

なリスクを毎月報告し、また、重要なリスクが発生した都度、経営会議、取締役会にて報告

し、迅速な対応が判断できる体制を構築し、運用を図っております。 

特に、新型コロナウイルス感染症防止に係る情報は、イオングループで開催される対策本部

会議（週２回）へ共有し、会議で決定された方針に基づき、当社グループの全従業員等に適

宜、周知と重要性の共有を図り、新型コロナウイルス感染症防止の徹底を継続的に努めてお

ります。 

 ②当社は、大規模災害（首都直下型地震）を想定した事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しており、

計画の実効性を高めるための訓練を定期的に実施しております。 

 ③当社は、財務報告に係る「内部統制評価計画書」を作成し、その中には子会社の内部統制に

ついても記載されており、内部統制室は定期的に内部統制の状況について経営会議に報告し

ております。 

 

（4）取締役の職務執行体制 

 ①当社の経営理念に基づき、当社グループ全体のさらなる発展に貢献できる人物であること。

加えて、管掌部門の抱える課題を的確に把握し他の役職員と協力して問題を解決できる能力

があること及び、法令並びに企業倫理の遵守に関する見識を有することを方針とし、2016年

５月開催の第１回定時株主総会以降、独立社外取締役を１名増員しております。 

 ②当事業年度におきましては、取締役会を12回開催しております。取締役会は、取締役の職務

執行の法令及び定款適合性を確保し審議の充実に努めております。また、取締役は第三者機



関による取締役会の実効性評価のためのアンケート調査に参加し、その内容を取締役会とし

て共有し、抽出された課題から行動計画を策定し、実効性を高めております。 

 

（5）子会社管理体制 

 ①当社の代表取締役社長は、子会社２社（株式会社カスミ、マックスバリュ関東株式会社）の

取締役を兼務しており、定期的に２社の取締役会に出席しております。また、当社の代表取

締役副社長１名は、マックスバリュ関東株式会社の代表取締役社長に就任しており、また、

株式会社マルエツの取締役も兼務しております。なお、当社の代表取締役副社長１名は、株

式会社マルエツの代表取締役社長を兼務し、当社の取締役１名は、株式会社カスミの代表取

締役社長を兼務しており、それぞれが定期的に子会社の取締役会を招集し、開催しておりま

す。 

 ②当事業年度におきましては、グループ全体の子会社の取締役及び執行役員を対象に、コンプ

ライアンス教育と法令の遵守状況、リスク管理体制、及び内部通報等、内部統制システムの

監督・機能をより強化する研修会をオンラインを利用して実施しております。 

③内部統制室は、常勤監査役に当社及び子会社の内部監査の実施状況について、適時報告を行

うとともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性を確保しておりま

す。当事業年度におきましても、子会社の内部統制評価を実施し、信頼性の強化に努めてお

ります。 

 

（6）監査役に報告する体制及び監査役の監査が実効的に行われる体制 

①自らの信念に従って独立した客観的立場で適切に判断を行う独立社外監査役１名を2016年５

月開催の第１回定時株主総会以降増員し、監査役会の独立性の強化と機能の充実を図ってお

ります。 

②当事業年度におきましては、第５回定時株主総会にて選任された新たな監査役を含む監査役

５名（社外監査役３名）に対して、３本部長及び各担当部署の責任者より、年度方針に基づ

いた各部署の業務執行の状況及び結果等を踏まえ、方針説明会を実施しております。なお、

監査役５名（社外監査役３名）は、第三者機関を活用した取締役会の実効性評価のためのア

ンケート調査に参加し、抽出された課題も共有しております。 

③取締役は、重要な業務執行に係わる会議体への監査役の出席を求め、監査の実効性を確保し

ており、代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、適宜、意見交換をする場を設

け意見交換しており、取締役は、監査役の職務の遂行のため、監査役と社外取締役、監査役

と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるように協力しており

ます。 

 ④当事業年度におきましては、社外取締役との情報交換を行うとともに、子会社の監査役及び

内部監査部門との連携を図るため「グループ監査業務連絡協議会」を開催し、実効性の高い

監査に努めております。  

 

以上 


